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出典：裁判所ホームページ（https://www.courts.go.jp）の裁判例情報をもとに作成 

事件番号 昭和 31(オ)664 原審裁判所名 東京高等裁判所 

事件名 家屋収去土地明渡請求 原審事件番号  

裁判年月日 昭和 33 年 1 月 23 日 原審裁判年月日 昭和 31 年 5 月 30 日 

法廷名 最高裁判所第一小法廷   

裁判種別 判決   

結果 棄却   

判例集等 民集 第 12 巻 1 号 72 頁   

 

判示事項 借地上の建物滅失の場合における残存期間を超えて存続すべき建物を建築しな

い旨の特約の効力 

裁判要旨 借地上の建物が滅失し借地権者が新たに非堅固建物を築造するにあたり、存続

期間満了の際における借地の返還を確保する目的をもつて、残存期間を超えて

存続する建物を築造しない旨借地権者をして特約させた場合、右特約は借地法

第一一条により無効である。 

 

全 文 

主    文 

 本件上告を棄却する。 

 上告費用は上告人の負担とする。   

理    由 

 上告代理人弁護士栗原宰之助の上告理由第一点について。 

 しかし、控訴人ら（被上告人ら、被告ら）、は原審において被控訴人（上告人、原告）主張

の特約は、借地法一一条により無効であるから、これに基づく契約解除も失当であると主張し

ているのである。されば、原判決には所論の違法は認められない。 

 同第二点について。 

 しかし、原判決は、挙示の証拠に基づき本件建物は、控訴人Ｂ１において自己所有の建物と

して建築しただ一家の事情により控訴人Ｂ２名義として置いたに過ぎない旨認定し、所論転

貸の事実を認めなかつたものであつて、右証拠によれば、その認定を首肯することができる。

されば、所論は原判決の適法になした事実認定を争いこれを前提として法令違背を主張する

に帰し、上告適法の理由として採るを得ない。 

 同第三点、第四点について。 

 しかし、判決書における訴訟代理人の表示は、民訴一九一条の記載事項でないから、所論第

三点は、採るを得ない。また、原審判決言渡調書（記録二一五丁）によれば、原判決がその原

本に基づき言い渡された旨記載されているから、同第四点も採ることができない（民訴一四七

条参照）。 

 上告代理人弁護士梶谷丈夫、同佐藤章の上告理由第一点、第二点について。 

 原判決が所論本件特約を借地法一一条によつて無効であるとした旨の各判示は、いずれも

正当として是認できる。そして、所論判例は、本件に適切でない。それ故、論旨は採用できな

い。 

 同第三点について。 

 その採用できないことは、栗原代理人の上告理由第二点について説明したとおりである。 
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 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決す

る。 

（裁判長裁判官 斎藤悠輔 裁判官 入江俊郎 裁判官 下飯坂潤夫） 

 

 

※参考：判例タイムズ 79 号 91 頁 

 


